
平
成
二
年
総
理
府
令
第
四
十
一
号

地
籍
基
本
調
査
基
礎
計
画

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
籍
基
本
調
査
基
礎
計

画
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
実
施
地
域
）

第
一
条
　
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
地
籍
調
査
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
行
う
土
地
及

び
水
面
の
測
量
（
以
下
「
地
籍
基
本
調
査
」
と
い
う
。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
地
域
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
効
率
的
な
調
査
方
法
の
導

入
に
よ
り
、
地
籍
調
査
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要

な
地
域

二
　
地
震
に
よ
る
地
盤
の
著
し
い
変
動
が
生
じ
た
こ
と

に
よ
り
地
籍
調
査
の
成
果
が
現
況
に
適
合
し
な
く
な

り
、
再
び
地
籍
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
な

地
域

（
計
画
の
期
間
）

第
二
条
　
本
計
画
は
、
令
和
二
年
度
か
ら
令
和
十
一
年
度

ま
で
の
十
箇
年
間
に
行
う
地
籍
基
本
調
査
に
つ
い
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
面
積
）

第
三
条
　
国
の
機
関
が
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
地
域

に
つ
い
て
行
う
地
籍
基
本
調
査
の
調
査
面
積
は
、
四
百

五
十
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
実
施
計
画
に
記
載
す
べ
き
事
項
）

第
四
条
　
法
第
四
条
第
一
項
又
は
法
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
作
成
す
る
地
籍
基
本
調
査
に
関
す
る
実
施
計

画
に
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
実
施
機
関

二
　
実
施
地
域

三
　
実
施
予
定
期
間

四
　
そ
の
他
実
施
計
画
に
関
し
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ

る
事
項

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
一
九
日
国
土
交
通

省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
九
月
二
三
日
国
土
交
通

省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
五
月
二
七
日
国
土
交
通
省

令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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